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２０１１年（平成２３年）７月１４日 

 

第二東京弁護士会    

                         会長 澤 井 英 久 

 

 震災に伴う発電設備設置事業につき、環境影響評価手続を除外する

ことについての意見書 

 

意見の趣旨 

 

東日本大震災により原形に復旧することが不可能となった発電設備の電気供給

量を補うために、当該発電設備に係る発電所以外の場所で行う発電設備の設置等

の事業が計画されている。本来、発電設備の設置は、環境影響評価法に基づく環

境影響評価手続を経てなされるべきものであるところ、政府は、これら発電設備

設置を、同法第５２条２項に定める「災害復旧の事業」にあたるとの解釈のもと、

環境影響評価手続を適用せずに実施しようとしている。 

震災に伴う電力需給対策が急務であることは理解できるが、しかし、かかる措

置は同法第５２条２項の許容される解釈を超えるものであり、適切でない。 

発電設備設置事業についての環境影響評価手続の適用除外の可否は、電力需給

対策としての同事業の必要性及び緊急性についての電力各社による十分な情報公

開を速やかに確保した上で、国会で審議し、適用除外が必要であるという結論に

至るのであれば、当該条項の改正等、立法上の措置を取って行うべきである。 

 

意見の理由 

 

１ 東京電力及び東北電力は、東日本大震災により原形に復旧することが不可能と

なった発電設備の電気供給量を補うために、当該発電設備に係る発電所以外の場

所で行う発電設備の設置等の事業を計画している。これに対し、経済産業省及び

環境省は、これら発電設備設置事業が環境影響評価法第５２条２項により環境影

響評価手続の適用除外の対象となるとの解釈のもと、東京電力及び東北電力が行

う、かかる災害復旧のための発電設備設置事業につき、概略下記のように行われ

ることとする旨、東京電力については本年４月４日付で、東北電力については本

年４月１５日付で、それぞれ確認した。これに基づき、現在、発電設備設置事業

の着手が次々になされている状況である。 
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記 

(1)発電設備の設置場所 

 東京電力及び東北電力各々（以下、単に「電力各社」と言う）の供給区域内に従

来から存在する同社の発電所の敷地内 

(2)事業実施期間 

 東日本大震災の発生の日から３年程度以内に発電設備の供用を開始する予定の

事業として、同日から１年以内に電力各社の定める復旧計画に定められる事業 

(3)復旧計画の策定 

 電力各社が復旧計画を策定するにあたっては、実施しようとする災害復旧のため

の発電設備設置事業のうち、環境影響評価法の第二種事業又は対象事業に当たるも

のの内容（設置する発電設備の原動力の種類、出力、配置計画の概要等）を明らか

にする。実施内容に変更・追加が生じた場合には、その都度、復旧計画を改定する。 

(4)実施に当たって講じられるべき措置 

 防災上の観点から緊急に事業を行う必要のあるものについて適用除外にすると

いう環境影響評価法第５２条２項の規定の趣旨に鑑み、経済産業省は、災害復旧の

ための発電設備設置事業の実施に当たり、電力各社に以下の措置を講じるよう指導

する。 

①策定又は改定した復旧計画うち、災害復旧のための発電設備設置事業にかかる部

分の公表等 

②環境影響を最小化するための配慮 

③関係地方公共団体・住民に対する説明と理解が最大限得られるための努力 

④事業実施中及び供用開始後に実施する環境保全措置 

⑤電力各社の電力系統全体から発生する環境影響を低減させるための措置 

⑥④及び⑤に基づく環境保全措置の積極的な公表 

 

２ しかしながら、災害復旧のための発電設備設置事業を環境影響評価法の適用除

外とすることは、環境影響評価法第５２条２項の解釈上大きな疑問がある。 

 すなわち、環境影響評価法第５２条２項は、災害対策基本法第８７条の規定に

よる災害復旧の事業につき適用除外となる旨定めているが、「災害復旧の事業」

は、従来より「災害に因って必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原形に

復旧するもの」と解されてきている。 

例えば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第２条２項においては、「災

害復旧事業」とは、「災害に因って必要を生じた事業で、災害にかかった施設を

原形に復旧する（原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の

効用を復旧するための施設をすることを含む。以下同じ。）ことを目的とするも
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のをいう」と定義されている。すなわち、同法によれば「原形に復旧すること」

とは、被災前の当該施設の位置に、被害施設と形状、寸法及び材質の等しい施設

に復することを意味しており（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱

要綱（昭和３１年１２月１０日建設省発河第１１４号、建設省事務次官通知）第

２条１項）、同法同条項括弧内の「原形に復旧することが不可能な場合において

当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること」も、当該施設の効用を

復旧するため、被災前の当該施設の位置に何らかの必要最小限度の施設をすると

いう、「原形に復旧する」に準じるような施設を意味するものであった（前出事

務取扱要綱第２条２項）。 

 したがって、東日本大震災により原形に復旧することが不可能となった発電設

備の電気供給量を補うために、当該発電設備に係る発電所の所在地において必要

最小限度の施設を設置する場合であれば格別、それ以外の場所で行う発電設備の

設置等の事業までも、「災害復旧事業」に含めて解することは、災害対策基本法

第８７条、ひいては環境影響評価法第５２条２項の許容される解釈を超えている。 

 

３ また、環境影響評価法第５２条２項の趣旨に鑑みても、現在計画されている発

電設備設置事業を適用除外の対象とすることには大きな疑問がある。 

 すなわち、環境影響評価法第５２条２項の趣旨は、防災上の観点から緊急に事

業を行う必要のあるものについては、人命に直接関わる問題であるため、本文中

の手続の実施に関する規定を特別に適用除外とするものである。 

 しかるに、今般の震災後の電気供給量の不足が、今夏において、大規模停電等、

人命に直接関わる事態を引き起こすことを示す十分な資料・情報はない。少なく

とも，適切な情報開示がなされているとは言いがたい。 

 電力需給緊急対策本部（５月１６日に、「電力需給に関する検討会合」に改組）

の４月８日の会合では、電力需要のピークを迎える夏までに、東京電力では４５

００万ｋＷ前後の供給力しか見込めず、今夏のピーク時需要として約５５００万

ｋＷ（ちなみに、昨夏の最大ピーク時は６０００ｋＷ）が想定されるため、東京

電力管内においては１０００～１５００万ｋＷの供給力不足が生じると想定さ

れた。しかし、現段階における各発電種ごとの稼働率がどの程度であるか等、東

京電力の今夏における供給力がおよそ４５００万ｋＷであるとされたことにつ

き、それを基礎付ける詳細な情報の開示は全くなされていない。また、上述４５

００万ｋＷの供給力のうちには、東京電力が有する、約１０５０万ｋＷの供給力

があると言われる揚水発電の供給力は一切含まれておらず、それを含めない理由

も具体的には明らかにされていない。さらには、約２０００万ｋＷの潜在的参入

規模が見込まれると言われている電力入札制度（電気事業法）改正の検討もなさ
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れていない。また、東北電力管内についても、今夏には、最大ピーク時に１５０

～２３０万ｋＷ程度、猛暑の場合には約３３０万ｋＷの供給力不足が生じる恐れ

があるとされているが、東北電力の供給力についても、詳細な情報の開示は全く

なされていない。 

 その後も、現在に至るまで電力需給についての十分な情報の開示はなされてい

ない。現段階においては、震災後の電気供給量の不足がいかなる点で人命に直接

関わる問題なのか、そもそも発電設備設置事業を行う緊急性・必要性があるのか

を判断しうる前提条件に欠けており、これらの点につき十分な検討がなされてい

るとは言いがたい。 

 

４ 環境影響評価手続は、対象事業について、環境の保全についての適正な配慮が

なされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活を確保

するための重要な手続である（環境影響評価法第１条参照）。当会は、環境影響

評価法制定時及び昨年の環境影響評価法改正作業時に、かかる手続の実効化のた

め、提言をしてきた（１９９６年９月１０日「環境影響評価制度の法制化に向け

ての意見書」，２０１０年３月４日「環境影響評価法改正に向けての提言」）も

のであり、環境影響評価手続の趣旨が没却されるような解釈は許容できない。 

電気供給量の不足は、国民生活や産業活動に甚大な影響をもたらしかねない。

電力需給対策が急務であることから、災害復旧のための発電設備設置事業につき、

環境影響評価法に定められた環境影響評価手続の適用の除外を検討することは、

当会も理解するところである。 

しかしながら、環境影響評価手続による国民の健康で文化的な生活の確保の要

請と、電力供給の安定による安全・円滑な国民生活の確保の要請との調整は、十

分な情報開示に基づいて、国民的な合意形成を図るべき重大な問題であるため、

行政による環境影響評価法の解釈に委ねられるべきではなく、民主的機関たる国

会の議論によって決するのが相当である。 

したがって、現在計画されている上記発電設備設置事業につき、環境影響評価

法に定められた環境影響評価手続の適用を除外することの可否については、電力

各社による、同事業の緊急性、必要性についての十分な情報公開を速やかに確保

した上で、国会で審議し、適用除外が必要であるという結論に至るのであれば、

環境影響評価法第５２条２項の改正等、立法上の措置を取って行うべきである。 

以上 


